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ま え が き 

 

交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和４５年６月に制

定された交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）に基づき、第２

次嘉麻市交通安全計画を作成し、市、関係機関・団体そして地域と一体とな

り、市民の理解と協力を得ながら、様々な交通安全対策を強力に実施してき

ました。 

１市３町の合併後１０年間の交通事故発生件数は、平成１８年の２９０件

をピークに減尐傾向であり、市、関係機関・団体そして地域のみならず市民

を挙げた努力がみのりつつあるものと考えらます。 

しかし、現状の車社会の中で急激な高齢化の進展を考えれば、再び事故件

数が増加に転じる可能性もあり、楽観視はできないところです。 

このような状況から、交通事故の防止は、従来にも増して、国、県、市町

村及び関係機関・団体、更には市民一人ひとりが、全力を挙げて取り組まな

ければならない緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念のもとに、安全

で安心して暮らせる交通事故のない嘉麻市を目指して、交通安全対策全般に

わたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、これに基づいて、諸施策を強

力に推進していかなければなりません。 

この交通安全計画は、第１０次福岡県交通安全計画が策定されたことを受

け、現在の交通事故等の状況を踏まえ、陸上交通の安全に関し、平成２８年

度から３２年度までの５年間に講ずるべき交通安全に関する施策の大綱を定

めたものであり、関係機関・団体等が緊密な連携を保ち、本市の交通実態に

即した効果的な交通安全施策を推進していくものです。  
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

交通事故の防止は、国、県、市、関係機関・団体だけでなく、市民一人ひ

とりが全力を挙げて取り組まなければならない緊急かつ重要な課題であり、

人命尊重の理念を基本に、交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失を

も勘案して、交通事故及びこれによる死傷者を０人に近づけることを目標に、

市内の交通環境の変化を踏まえつつ、交通事故の実態に即した安全施策を講

じていく必要があります。 

このような観点から、嘉麻市では福岡県の交通安全計画に基づき、「人命尊

重」を基本として、交通社会を構成する「人」と道路等の「交通環境」につ

いて、相互の関連を考慮しながら本市の実態に即した施策を継続的に推進す

るものとします。  

人に関する交通安全対策としては、歩行者や自転車利用者の安全確保を図

るため、歩行者等の安全意識を高めるとともに、自転車利用者に対して、交

通ルール及び交通マナーの徹底を図ります。 

また、市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図るため、交通安全に関す

る教育、普及啓発活動を推進します。 

交通環境に関する交通安全対策としては、機能的な車の流れと歩行者の安

全性の確保の両面から、交通安全施設等の整備、効果的な交通規制の推進、

交通に関する情報の提供の充実等を図ります。 

交通環境の整備に当たっては、尐子高齢化が一層進展する中で、子どもを

事故から守り、高齢者や障がい者が安全にかつ安心して外出できる交通社会

の形成を図る観点から、子どもや高齢者、障がいのある者等に配慮した歩道

や交通安全施設の整備を推進し、人優先の安全で快適な交通環境の整備に努

めます。 

また、交通事故が発生した場合に、その被害を最小限に抑えるため、迅速

な救助・救急活動の充実、負傷者の治療の充実、交通事故被害者等の支援の

充実を図ります。 

交通事故防止のためには、国、県、市、関係機関・団体だけでなく、市民

一人ひとりが連携・協力のもとに施策を推進することが重要であり、適切な

施策を総合的に推進します。  
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【豊かな自然と共生する環境のまちづくり】 

安心・安全確保のまちづくり 

人命尊重の理念を基本に、究極的には、交通事故のない社会を目指す。 

 ＜視点＞ 

○高齢者の交通事故防止 ○歩行者及び自転車の安全確保 

○飲酒運転の撲滅 ○生活道路及び幹線道路における安全確保 

○シートベルトとチャイルドシート等の着用の徹底   

＜講じる施策＞ 

○高齢者の交通事故防止  ○歩行者及び自転車の安全確保 

○飲酒運転の撲滅   ○生活道路及び幹線道路における安全確保  

○シートベルトとチャイルドシート等の着用の徹底 

○暴走族対策の強化  ○踏切道における交通の安全 

○冬期間の交通事故防止 ○救助・救急活動の充実  

○被害者支援の推進       

 
第３次交通安全計画における目標 

平成３２年までに年間の交通事故死者数をゼロにするとともに、年

間の交通事故発生件数を１９０件以下にして、負傷者数を確実に

減少させることを目指す。 

＜高齢者の交通事故防止」における目標＞ 

交通事故発生に占める高齢者の割合を３０パーセント以下にする。 

＜シートベルト着用の徹底における目標＞ 

全座席シートベルトの着用率を１００パーセントにする。 

＜歩行者及び自転車の安全確保における目標＞ 

歩行者及び自転車乗用中の死亡者数のゼロとする。 

＜飲酒運転の撲滅における目標＞ 

飲酒運転による交通事故件数をゼロにする。 
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第２章 道路交通の安全  

 第１節 道路交通事故のない社会を目指して  

安全で安心な交通社会を実現するには、すべての人々が相互理解と思

いやりを持って行動する共生の社会の形成を図ることが必要です。  

また、人命尊重の理念に基づき、交通事故のない社会を目指して、市民

一人ひとりがそれぞれの立場から交通安全に向けて行動することが必要

です。  

そのために、次の事項を重点的に実施していきます。  

○ 事故そのものの一層の減尐に取り組むとともに、死者数減尐を十分

に考慮した取り組みを図ります。  

○ 交通社会に参加するすべての市民が、交通安全に留意するとともに、

それぞれの立場で、より一層交通安全対策を充実します。  

○ 人優先の交通安全思想のもと、歩道の整備等により歩行者の安全確

保を図ります。  

○ 地域の交通事情等を踏まえ、それぞれの地域における活動を強化し

ていくことが重要であり、行政、学校、家庭、職場、団体、企業等が

役割分担しながら連携を強化していきます。  

 

 

第２節 道路交通安全についての目標  

Ⅰ 道路交通事故の現状と今後の見通し 

１ 全国の発生状況  

全国の交通事故死者数は、昭和４５年に１６，７６５人を数えました

が、以後減尐に向かい、 昭和５４年には、８，４６６人とほぼ半減しま

した。 その後再び増勢に転じ、平成４年には１１，４５２人に達しまし

たが、翌年から再び減尐傾向に転じ、平成１４年には８，３９６人と減

尐し、以後減尐傾向を示し、平成２７年には４，１１７人にまで減尐し

ました。 また､交通事故の発生件数と負傷者数についても､平成１６年以

後減尐傾向を示し､平成２７年中の発生件数は､５３６，８９９件､負傷者

数は､６６６，０２３人にまで減尐しました。  
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２ 福岡県の発生状況  

福岡県内における交通事故による２４時間死亡者数は、平成１４年以

降減尐傾向となっていましたが、平成２６年から２年連続で増加し平成

２７年は、１５２名となりました。 

しかし、発生件数にあっては、平成２６年から２年連続で減尐し、平

成２７年には４０，０００件を下回り、３９，７３４件となりました。

また一方で、飲酒運転による交通事故の発生件数が平成２３年以降減尐

傾向となっていましたが、平成２７年は前年を３件上回る１５６件とな

り５年ぶりに増加しました。飲酒運転の撲滅のためにはより一層の取組

強化が必要です。 

 

３ 嘉麻市の発生状況  

嘉麻市の過去５年間の交通事故発生件数は、次表に示すとおりとなって

います。 

平成２７年の交通事故の状況は、全体発生件数が２０３件と平成２３年

に比べると減尐していますが、平成２４年から平成２７年の４ヵ年におい

ては横ばいとなっています。 

また、高齢者等のいわゆる交通弱者の交通事故による発生割合が発生件

数に対して、１２．１ポイント増加し４３．３パーセントを示しています。 

 

市内交通事故発生状況(平成２３年から平成２７年)  (単位：件、人) 

年次 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

発生件数 ２２４ （７０） ２１２ （７６） １９９ （５５） ２０９ （7８） ２０３ （８８） 

死者数 ２ （１） ３ （２） ２ （１） ０ （０） ３ （１） 

傷者数 ３０２ （４６） ２９７ （５２） ２７３ （４０） ３２６ （57） ２６２ （６４） 

（ ）内の数字は、高齢者関連における発生件数及び死傷者数です。 

 

４ 近年の死亡事故の特徴  

県内の交通事故の特徴は、次のとおりです。 

①  高齢者の死者数が８７名で、全死者数の約半数（５７．２パーセ

ント）を占めています。 

②  子どもの交通事故発生件数は、全体の３．５パーセントでありま
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すが、尐子化の進展を踏まえた対策が必要となります。 

③  状態別の死者数では、歩行者の死者数が６８名で最も多く、全死

者数の約４４．７パーセントを占めています。 

④  自転車による交通事故の発生件数は全体の１４．５パーセントで

あり、都市部を中心に自転車利用者のルールやマナーに違反する行

動が問題となっています。 

⑤  飲酒運転による交通事故の発生件数は１５６件で全国ワースト８

であります。 

⑥  生活道路（車道幅員５．５メートル未満の道路）における死者数

は１６名で、全死者数の１０．５パーセントを占めており、生活道

路における自動車の速度抑制対策や幹線道路を走行すべき自動車が

生活道路へ流入することを防止するなど生活道路における安全を確

保するための対策を推進する必要があります。 

 

５ 道路交通事故の見通し  

道路交通を取り巻く状況は、経済情勢・社会情勢の動向に伴い､今後ま

すます複雑に変化すると見込まれ、将来の交通事故の発生状況について

は正確に見極め難いところですが、現在、高齢者の交通事故による死者

数が、全死者の約６割と高く、高齢者の運転免許保有者の増加に伴い、

高齢者が加害者となる交通事故も増加傾向にあることから道路交通事故

の状況は、一層憂慮すべき事態になることが懸念されます。 
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第３節 第３交通安全計画における目標 

１ 第２次交通安全計画の目標達成状況 

○第２次の計画の目標 

平成２７年までに年間の交通事故死者数を０人にするとともに、

年間の交通事故発生件数を１００件以下にして、死傷者数を確実に

減尐させることを目指します。 

     交通安全計画による様々な施策の推進や自動車の安全性の向上な

どにより、県内における交通事故による２４時間死者数は、平成１

４年以降減尐傾向にあったが、平成２６年から２年連続で増加し、

平成２７年には１５２名となりました。また、発生件数にあっては、

平成２６年から２年連続で減尐し、平成２７年には４０，０００件

を下回り、３９，７３４件となりました。 

     一方で、飲酒運転による交通事故の発生件数は、平成２３年以降

減尐傾向にありましたが、平成２７年は前年を３件上回る１５６件

となり、５年ぶりに増加しました。 

     本市の第２次の計画における年間の死傷者数については平成２６

年に増加したものの、平成２３年と比較して平成２７年は－３９人

となっていますが、平成２７年の交通事故死者数は３人、交通事故

発生件数は２０３件と目標を達成することができなかったことから、

より一層対策を推進する必要があります。 

 

２ 第３次交通安全計画の目標 

【計画目標】 

     平成３２年までに年間の交通事故死者数を０人にするとともに、年

間の交通事故発生件数を１９０件以下にして、死傷者数を確実に減尐

させることを目指します。 

   

（１） 「高齢者の交通事故防止」における目標 

     平成３２年までに交通事故発生に占める高齢者の割合を３０パー

セント以下にすることを目指します。 

平成２７年の交通事故発生件数に対する高齢者の交通事故による

発生割合は４３．３５パーセントで、平成２３年の３１．２５パーセ
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ントに比べる増加しています。また、高齢運転者による事故の増加が

懸念されることから、今後もさらに対策を推進します。 

   

（２） 「歩行者及び自転車の安全確保」における目標 

     平成３２年まで歩行者及び自転車乗用中の死亡者数を０人とする

ことを目指します。 

     歩行者と自転車乗用車の安全確保のために、歩行者及び自転車の

安全で快適な通行のための環境整備、事故防止のための道路使用・

占有の適正化や違法駐車対策を実施するとともに、身近な道路の安

全性を高めるための交通安全教育等の充実を図り、歩行者及び自転

車乗用中の死亡者数のゼロを目指します。 

 

（３） 「飲酒運転の撲滅」における目標 

     平成３２年までに飲酒運転による交通事故件数を０件とすること

を目指します。 

     飲酒運転撲滅の取り組みを更に推進するため、地域、職場等への

飲酒運転の危険性や実態の広報啓発やハンドルキーパー運動の普及

啓発等を図っていきます。 

      

以上の計画目標を達成するために、市は、警察署、関係機関、団体

などと連携を図りながら、市民の理解と協力のもと、交通事故撲滅の

ための各種対策を総合的に推進します。 
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第４節 道路交通安全についての対策  

Ⅰ 今後の道路交通安全対策を考える視点  

○ 道路交通事故による死者数は横ばいではあるが、事故発生件数は

減尐していることをかんがみると、これまでの交通安全計画に基づ

き実施されてきた施策には一定の効果があったものと考えられま

す。 

○ 今後は、従来の交通安全対策を基本としつつ、経済社会情勢や交

通情勢の変化等に対応し、さらに実際に発生した交通事故に関する

情報の収集や分析を充実し、より効果的な対策への改善を図るとと

もに、有効性が見込まれる新たな施策を推進します。 

○ さらに、今後の対策の実施に当たっては、次の視点を重視して推

進していくことが必要です。 

 

１ 高齢者の交通事故防止  

（１） 今後も高齢化が急速に進むことを踏まえて、きめ細かな交通安全

対策を推進することにより、高齢者が安全にかつ安心して外出した

り移動したりできるような交通社会の形成が必要です。 

（２） 高齢者の交通事故防止は、高齢者の歩行（自転車利用者を含む。）

と高齢者の運転のそれぞれの特性を理解した上で対策を講じます。  

特に、高齢者の運転については、今後大幅に増加することが予想

されることから、対策の強化が課題となります。 

（３）  加齢による身体機能の変化にかかわりなく、高齢者が交通社会に

参加することを可能にするため、多様な人々が利用しやすいよう道

路交通環境を整えることが必要です。 

（４） 高齢者の事故防止を図るためには、日常的に利用する機会の多い

医療機関や福祉施設等と連携して、交通安全活動を実施することや、

高齢者の事故が居住地の近くで多発していることから、地域におけ

る生活に密着した交通安全活動を充実させることが重要です。 

２ 歩行者及び自転車の安全確保 

（１） 安全で安心な交通社会の実現を図るためには、自動車と比較して

弱い立場にある歩行者の安全を確保することが必要不可欠です。   
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特に、高齢者や子どもにとって、身近な生活道路の安全性を高め

ることがより一層求められています。 

そのため、人優先の考えのもと、通学路、生活道路、市街地の幹

線道路等において歩道の整備等による歩行空間の確保を積極的に進

めるなど歩行者の安全確保を図る対策を推進していくことが必要で

す。  

（２） 平成２７年の市内の自転車の死者数は０人でありますが、交通事

故傷者数に占める自転車の割合は約５パーセントを占めています。  

自転車は自動車と衝突した場合に被害を受ける反面、歩行者と衝

突した場合は加害者となるため、自転車の走行空間の確保を進める

とともに、自転車利用者については、自転車の交通ルールに関する

理解が不十分なことも背景として、ルールやマナーに違反する行動

が多いことから交通安全教育等の充実を図ることが必要です。 

（３）  安心して子どもを産み、育てることができる社会を実現するため

に、子どもを交通事故から守る観点からの交通安全対策を一層推進

することが必要です。  

 

３ 飲酒運転の撲滅 

平成１８年８月福岡市内で幼児３人が犠牲となった飲酒運転による交

通事故が発生したことを契機に、飲酒運転撲滅の気運が高まり、県内の飲

酒運転事故は大きく減尐しました。 

しかし、平成２１年には増加に転じ、平成２２年には前年比４１件増

の３３７件と、全国ワースト１の発生件数となりました。その後、粕屋

町で高校生２人が犠牲になった飲酒運転事故や福岡県飲酒運転撲滅運動

の推進に関する条例の制定を背景に減尐を続け、平成２６年には統計の

残る昭和４０年以降最尐となる１５３件となり、全国ワースト順位も１

１位まで改善しました。 

ところが、平成２７年は、１５６件と５年ぶりに増加に転じ、全国ワ

ースト順位も８位に悪化し、今なお飲酒運転による死亡・重大交通事故

が後を絶たないところであります。 

飲酒運転事故は、被害者やそのご家族だけでなく、加害者本人と周り

の多くの人々に悲しみ、苦しみをもたらします。 
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このため、飲酒運転に対する交通指導取締りの強化を行うことはもと

より、酒類提供者や飲酒運転車両の同乗者、車両貸与者に対しても徹底

した責任追及を行う必要があります。また、飲酒運転は重大交通事故に

直結する極めて悪質・危険な犯罪であることを認識し、市民一人ひとり

が「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」という強い意識を

持つとともに、飲酒運転を見逃さず通報することが重要です。 

 

４ 生活道路及び幹線道路における安全確保 

（１） 市内における車道幅員別の交通事故発生については、単路で幅員

５．５メートル以上９．０メートル未満の道路が、全体の５２．７

パーセントを占めています。さらに、交差点については、全体の３

１パーセントが交差点で事故に遭遇しています。  

このため、生活道路における自動車の速度抑制を図るための道路

交通環境の整備、交通指導取締りの強化、安全な走行の普及等の対

策を講じるとともに、幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流

入することを防止するための交通安全対策を一層推進することが必

要です。  

（２） 交通事故が多発する道路・場所における対策については、交通事

故の発生原因や時間帯、場所、件数などの事故データに基づく対策

を実施し、その効果を評価し、次の対策の効果が向上するよう努め

ることが必要です。 

 

５ シートベルトとチャイルドシート等の着用の徹底 

自動車乗車中の死者のうち、シートベルト未着用のために死亡事故に

結びついている場合があります。 

このため、交通指導取締りを強化するとともに、交通安全教育や広報

活動を通じて、すべての座席でのシートベルトとチャイルドシート等の

着用の徹底を図り、交通事故の被害軽減を図ることが必要です。 
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第３章 講じる施策 

 第１節 高齢者の交通事故防止  

１ 道路・交通安全施設等の整備  

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進

に関する法律（通称：交通バリアフリー法）に基づき、障がい者・高齢

者の利用が多い公共的施設（官公庁、公共交通機関の施設、病院等）周

辺道路においても、障がい者や高齢者などが安心して通行できるよう、

道路・交通安全施設等の整備に努めます。  

 

２ 高齢者の特性に応じた効果的対策の推進  

高齢者が関与する交通事故の発生状況等について調査分析を行うとと

もに、高齢者の身体特性あるいは行動特性を加味し、これらの分析結果

を踏まえた総合的な交通事故防止対策を関係機関・団体と連携して推進

します。  

 

３ 教育・啓発の推進  

（１） 高齢者に対する交通安全教育の充実  

ア 参加・体験・実践型交通安全教育の推進  

高齢者の自動車の運転に関しての交通安全教育は、交通安全協会

の主催により自動車学校の協力を得て、年２回の高齢者体験型交通

教室を開催しています。 

この教室は、加齢に伴う身体機能の変化が道路交通における行動

（道路横断、危険回避のための安全確認等）に及ぼす影響等につい

て理解を深めるために行う事業で、今後も引き続き事業の継続を図

って行きます。 

さらに、交通安全協会による交通安全教室が各地域で開催され定

着化していますので、引き続き実施するとともに、この事業が地域

の交通安全活動の盛り上がりに寄与するよう努めます。 

 

イ 反射材の普及促進  

夜間の交通事故を防止するためには、全年齢層にわたる歩行者や

自転車利用者が反射材を活用して自らの視認性を高めることが必要
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ですが、特に高齢者が夕暮れから夜間にかけて道路を横断中に交通

事故に遭うケースが多いことから、市・警察・交通安全協会の３団

体を軸に、老人クラブ・ＰＴＡ連合会・ライオンズクラブ等の諸団

体と連携し、反射材用品の普及促進に取り組むほか、参加・体験・

実践型教育により、反射材の自発的な活用の促進に取り組みます。 

（２） 地域・家庭ぐるみの交通安全運動の推進  

地域・家庭ぐるみで、子どもから大人、そして高齢者まで社会全

体が高齢者を交通事故から守るという風潮を生み出し、総合的な交

通安全思想の普及促進を図るために次の取り組みを行います。  

ア 市民参加型としての交通安全運動の充実  

交通安全運動の実施にあたっては、事前に、運動の趣旨、実施期

間、重点、実施計画について広く市民に周知し、市民参加型の交通

安全運動等の推進を図るとともに、地域に密着したきめ細かい活動

が期待できる民間団体及び交通ボランティアの参加促進を図り、効

果的な運動を推進します。 

イ 重点としての積極的取組み  

交通安全運動等実施の際に、高齢者の交通事故防止を運動の重点

として積極的に取り上げ、広く市民に周知するとともに、交通安全

指導員、関係機関・団体、地域住民等と一体となって、高齢者の交

通事故防止に取り組みます。 

（３） 安全意識・保護意識の啓発強化  

高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的に使

用するよう広報啓発を図ります。さらに、市民に対し、これら高齢

者マークを付けた車両に対する保護意識の醸成に努めます。また、

自動車等の運転に不安を感じる高齢者等が運転免許証を返納しやす

い環境の整備を図ります。 
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第２節 歩行者及び自転車の安全確保 

１ 事故防止対策の推進 

歩道が確保されていない通学路には、車両の時間帯通行規制が行われ

ているところもあるが、教育委員会・警察署・その他関係機関と連携を

とりながら児童・生徒の通学の安全を図ります。 

幅員の狭い道路に大型車が進入することによって歩行者の安全が阻害

され、または交通渋滞を招く道路においては、大型車の通行規制を警察

機関に働きかける等、円滑な交通を維持するよう努めます。 

 

２ 教育・啓発の推進  

（１） 効果的交通安全教育の推進  

受講者が安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を習得

し、かつ、その必要性を理解できるようにするため、各年齢層の特

徴をとらえた参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に実施し

ます。  

ア 幼児に対する交通安全教育 

幼稚園・保育所において、紙芝居等の視聴覚教材などを通して、

わかりやすい交通ルールやマナーを幼児に学習・習得させるよう努

め、日常生活において安全に道路を通行するために必要な基本的な

動作と知識を習得させ、あわせて家庭における適切な指導、交通安

全についての話し合い等が行われるよう保護者に対する交通安全講

習会等の実施に努めるとともに、広報啓発活動を推進します。 

イ 児童・生徒に対する交通安全教育 

小学校では、授業に交通安全教育を取り入れ、歩行者及び自転車

利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交

通の状況に応じて、安全に道路を通行するために、道路における危

険を予測し、これを回避して安全に通行する意識・能力を育成しま

す。 

中学校では、歩行者としての安全な行動、自転車の正しい利用、

交通事情や交通法規等に関する基本的事項の理解を深め、安全に行

動できる態度や能力とともに、自己の安全ばかりでなく他の人々の

安全にも配慮できる思いやりのこころを育成します。  
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ウ 高校生に対する交通安全教育  

高等学校では、二輪車の運転者及び自転車の利用者として、安全

に道路を通行するために必要な技能と知識を習得させるとともに、

交通社会の一員としての責任をもって行動することができるような

健全な社会人としての意識・態度を育成します。  

エ 成人に対する交通安全教育  

歩行者及び自転車利用者に対しては、交通ルールの遵守、交通マ

ナーの向上など、交通社会の一員としての責任をもって行動するよ 

う啓発・指導します。  

    オ 高齢者に対する交通安全教育 

     高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通

行動や危険認識、交通ルール等の知識に差があることに留意しなが

ら、加齢に伴う身体機能の変化が及ぼす影響や、運転者側から見た

危険行動を理解させるとともに、道路及び交通の状況に応じて安全

に道路を通行するために必要な実践的技能及び交通ルール等の知識

を習得させることを目標とします。 

（２） 安全運転の意識啓発 

     自動車の運転者に対する交通安全の再教育は、公安委員会に委ねると

ころですが、日常的な交通安全街頭指導や交通安全運動期間中における

セーフティーステーションの取り組み等によって、安全運転をあらため

て呼びかけ、理解を求めることにより安全運転の確保を図ります。 

（３） 自転車の安全利用の推進 

ア 自転車は本来車両であること、道路を通行する場合は、車両とし

てのルールを遵守するとともに交通マナーを実践しなければならな

いことの周知を図ります。 

イ 自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため、

歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する

普及啓発の強化を図ります。 

具体的には、薄暮から夜間にかけて、多発傾向にある自転車の交

通事故を防止するため、灯火の取付けの徹底と反射器材の普及促進

を図るとともに、走行中の傘の利用禁止などを含め「自転車安全利

用５則」の周知・啓発に努めます。特に自転車の歩道通行時におけ
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るルールやスマートフォン等の操作や画面を注視しながらの乗車、

イヤホン等を使用して運転に必要な音が聞こえない状態での乗車の

危険性等についての周知、徹底を図ります。 

ウ 行政・警察・関係団体等との連携により自転車利用者に対する安

全な乗り方の指導や子ども自転車競技大会を通じて、自転車利用者

の安全意識の高揚を図ります。 

（４） 広報・普及活動の強化  

歩行者や自転車の交通ルールについて理解を深めるため、交通安

全の広報に当たっては、広報紙、ホームページ等の広報媒体を活用

するほか、家庭、学校、職場、地域等と一体となった広報キャンペ

ーンの実施等を関係機関・団体を通じて積極的に推進します。 

 

３ 歩行者・自転車に対する保護の推進    

（１） ライト早め点灯運動等の推進  

日没時間の早まる秋季以降、夕暮れ時から夜間にかけて高齢者等

が道路を歩行中に交通事故に遭う危険が高まることから、車両運転

者に対し前照灯(ライト)の早め点灯の呼びかけを行うほか、前照灯

のこまめな切り替えによる前方への意識集中を高める運転について

推進を図ります。 

（２） 歩行者妨害等違反の指導・取締り強化の働きかけ 

横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者、自転車利

用者の通行を妨げる歩行者妨害等違反の指導・取締りの強化を警察

機関に働きかけます。 

 

第３節 飲酒運転の撲滅  

１ 飲酒運転撲滅に向けた規範意識の確立  

（１） 交通安全運動での取組みの推進  

交通安全運動の実施にあたっては、飲酒運転の撲滅について呼びか

けるとともに、参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催により、

飲酒運転の危険性や飲酒事故の実態を周知し、飲酒運転の危険性に

ついて理解を深めるよう努めます。 

（２） 広報・普及活動の強化  
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飲酒運転の危険性について理解を深めるため、飲酒運転による交

通事故の実態等の周知に努めます。飲酒運転防止の広報にあたって

は、広報紙、ホームページ等の広報媒体を活用するほか、家庭、学

校、職場、地域等と一体となった広報活動を実施するなど関係機関・

団体を通じた広報を積極的に推進します。また、取組みを更に進め

るため、関係機関・団体と連携したハンドルキーパー運動の普及啓

発、飲酒運転撲滅条例の内容、中でも県民の通報努力義務の周知活

動を推進するなど、地域、職域等における飲酒運転撲滅の取組みを

さらに進め、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」こと

に加え、見逃さないという市民の規範意識の確立を図る。特に若年

運転者層は、他の年齢層に比較して飲酒運転における死亡事故が高

いなどの特性を有していることから、若年運転者層を始め、対象に

応じたきめ細かな広報啓発を推進します。 

（３） 自動車運送事業者の運行管理の強化 

酒気帯び運転による事故の撲滅を図るために、安全運転管理連絡協

議会が実施する安全運転管理者等講習会を通じて、安全運転管理者、

運行管理者による運転者指導の促進を図ります。 

（４） 常習飲酒運転者対策のための連携強化  

アルコール依存症に関する広報啓発を行うとともに、飲酒運転の再

発防止のため、常習飲酒運転者及び飲酒運転前歴者に対し、指導、

教育その他必要な措置を講ずるよう関係機関に働きかけます。 

  

２ 交通指導取締りの強化  

飲酒運転撲滅のための積極的な取締りを推進するとともに、飲酒運転

周辺者三罪（車両等提供罪・酒類提供罪・同乗罪）を中心とした背後責

任の事件捜査強化を警察機関に働きかけます。 
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第４節 生活道路及び幹線道路における安全確保  

１ 生活道路等における人優先の安全・安心な通行のための環境の整備  

これまで一定の成果を挙げてきた交通安全対策は、主として「車中心」

の対策であり、歩行者の視点から道路整備や交通安全対策は依然として

十分とはいえず、また、生活道路への通過交通の流入等の問題も依然と

して深刻である。このため、地域の協力を得ながら、通学路、生活道路、

市街地の幹線道路等において歩道を積極的に整備するなど、「人」の視

点に立った交通安全対策を推進していく必要があります。  

（１） 通学路等の歩道整備等の推進 

歩道の整備に限らず、防護柵設置等の簡易な方法を含めて、安全・

安心な歩行空間の確保に努めます。特に、幼稚園、保育所や小学校

に通う幼児や児童の通行の安全を確保するため、スクールゾーンや

歩道等の整備に努めます。 

（２） 交通安全施設等整備事業の推進 

ア 市街地など歩道等の整備が困難な地域においては、路側帯の確保

や防護柵等の簡易な方法を含めて、安全・安心な歩行空間の整備を

推進します。 

イ 道路の新設・改善に当たっては、出来得る限り歩道を確保し、自

動車と歩行者の交通分離を促進します。また、歩行者・自転車利用

者の安全な通行を確保するため、最高速度３０キロメートル毎時の

区域規制等を前提とした「ゾーン３０」を整備するなどの低速度規

制を実施します。 

ウ 年次的にカーブミラー・フェンス・道路標識・道路標示等の整備

を行っていますが、国道・県道における同様の整備についても十分

に調査を行い、県土整備事務所に積極的に働きかけます。 

エ 今後も、横断者の多い交差点の信号機については、音響信号機の

設置を県公安委員会に働きかけるとともに、特に公共施設の敷地内

においては平坦性を確保する等、バリアフリー化を図ります。 

オ 国道・県道・市道及び生活道路等が互いに接する交差点における

交通安全確保のために交通安全信号機未設置の場所については、特

に道路標示や標識表示などにより速度抑制の注意喚起を行うなど関

係機関と連携して推進します。 
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２ 事故防止対策の推進  

（１） 道路占用の適正化  

歩行者の通行が円滑に行えるように道路の占用の許可にあたって

は、道路の構造を保全し安全な道路交通を確保するため、適正な運

用を行うとともに、許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適正

化について指導します。  

また、道路を占有して行われる工事については、当該請負者に対

して、道路交通の安全の確保を文書等による指導を行い、計画的か

つ秩序ある工事の遂行を図ります。  

（２） 不法占用物件の排除等  

道路交通に支障を与える不法占用物件については、その実態把握

に努めるとともに道路管理者と関係機関等が連携を図りながら、市

街地を重点にその是正を行います。  

特に歩道上における不法占用物件については歩行者の通行の支障

となり危険であるため、指導等による排除を行います｡  

（３） 効果的な交通規制の推進 

ア 災害発生時における緊急避難路・輸送路等の交通路の確保につい

ては、警察署・消防署とも連携を図り、地域防災計画の中に盛り込

んで迅速な対応が出来るよう万全を期します。 

イ 違法駐車は、道路の渋滞のみならず、交通事故の大きな原因とな

ります。さらには、消防活動や救急輸送の障害となるため、的確な

規制や強力な取締まりを警察機関に働きかけます。 

   

３ 教育・啓発の推進 

（１） 安全速度についての正しい理解の促進  

規制速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界な

どを考慮して、交通事故が発生しない安全な速度で走行するという

「安全速度」の考え方の正しい理解と定着化が図られるよう、交通

安全教育及び各種広報媒体を活用した広報啓発に努めます。 

（２） 交通安全意識・交通マナーの向上 

二輪車・自動車の運転者に対しては、社会的責任の自覚、安全運

転に必要な技能及び知識、特に危険予測・回避の能力の向上、交通

事故被害者の心情等交通事故の悲惨さに対する理解及び交通安全意
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識・交通マナーの向上等に努めることが必要であります。 

そのため、安全運転管理連絡協議会が実施する安全運転管理者等

講習会や交通安全協会による交通教室やいきいき講習等を通して交

通安全意識や交通マナーの向上を目指します。 

 

４ その他の道路交通環境の整備 

（１） 重大事故が発生した際は、速やかに現地の道路交通環境等の交通

事故発生の要因について調査・分析を行い、発生要因に即した所要

の対策を早期に講じて重大事故の再発防止に努めます。 

（２） 路面・路肩の損傷等、道路整備の不備に起因する事故防止のため、

関係団体及び住民の協力を得ながら日常的な点検活動を行い、必要

な措置を迅速に実施します。 

（３） 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破

損、決壊又は異常気象等により交通が危険であると認められる場合、

および道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合には、

道路法に基づき迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行います。 

 

第５節 シートベルトとチャイルドシート等の着用の徹底  

１ すべての座席における着用意識の普及啓発  

（１） 交通安全教育を通じた着用意識の啓発  

交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間

の成長過程に合わせた生涯にわたる学習を促進し、市民一人ひとり

が交通安全の確保を自らの課題として捉えるよう意識の改革を促す

ことが重要であります。  

学校、老人クラブ及び行政区等で実施する交通安全教育の場にお

いて各世代に対し、自動車の特性や自動車乗車中に交通事故が発生

した場合のシートベルトの被害軽減効果を理解させ、チャイルドシ

ート等の使用を含めた全座席シートベルトの着用と正しい着用につ

いて意識啓発を図ります。  

（２） 交通安全運動での重点的取組の推進  

交通安全運動等の重点として、シートベルト全座席着用及びチャ

イルドシート等の使用徹底について呼びかけるとともに、参加・体
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験・実践型の交通安全教室等の開催により、シートベルトとチャイ

ルドシート等の着用効果及び正しい着用方法について理解を深める

よう指導します。  

 

（３） 広報・普及活動の強化  

ア 効果的な広報の実施  

シートベルトとチャイルドシート等の着用効果及び正しい着用方

法について理解を深めるため、交通安全の広報にあたっては、広報

紙、ホームページ等の広報媒体を活用し、家庭、学校、職場、地域

等と一体となった広報啓発を推進します。 

イ すべての座席におけるシートベルト着用の推進  

シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め、

全席におけるシートベルトの着用の徹底を図ります。 

ウ チャイルドシート着用の広報啓発等  

関係機関・団体と連携して、チャイルドシート等の着用効果及び

正しい使用方法について広報啓発を推進するとともに、幼稚園・保

育所等と連携して保護者等に対する実践指導を行うなど、正しい使

用の徹底を図ります。  

特に年齢が高くなるにつれて着用率が下がるので、その取組みの

強化を図ります。  

（４） 事業所に対する広報啓発の推進  

安全運転管理者事業所等に対して、運転従事者のシートベルト着用

の徹底が図られるように広報啓発を推進します。  

 

２ 交通指導取締りの強化  

シートベルトの着用及びチャイルドシート等の使用に係る違反につい

て、街頭における交通指導取締りの徹底を警察機関に働きかけます。  
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第６節 暴走族対策の強化 

暴走族による各種不法行為を未然に防止し、交通秩序を確保するとと

もに、青尐年の健全な育成に資するため、関係機関・団体が連携し、次

の対策を強力に推進します。  

１ 暴走族追放気運の高揚、青尐年の指導の充実  

暴走族追放の気運を高揚させるため、広く市民の理解と協力を求めつ

つ、暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど、広報活動を積極

的に推進します。  

また、青尐年育成団体等と連携を図り、家庭、学校、職場、地域等に

おいて、青尐年に対し暴走族に加入しないよう指導等を促進します。  

 

２ 暴走行為をさせないための環境づくり  

暴走族及びこれに伴う群衆の集合場所として利用されやすい施設の管

理者に協力を求め、暴走族等が集合しにくいような施設の管理改善等の

環境づくりを推進するとともに、暴走族行為が常習的に敢行される道路

について、関係機関と協議を実施し、分析に基づき、暴走行為が行いに

くい道路交通環境づくりを推進します。 

また、暴走族に関して知り得た情報について、警察等の関係機関へ積

極的に通報するとともに、指導取締りの強化を要請し、その推進を図り

ます。 

 

３ 不正改造車の排除  

不正改造行為に関する情報収集を徹底するとともに、関係機関と連携

して、不正改造を敢行する業者に対する取締りを強化するなど根源的な

対策を講じます。 

 

第７節 踏切道における交通の安全 

本市における踏切事故は発生していないものの、踏切道における交通

の安全を図るため、鉄道事業者などと連携を図りながら、踏切事故ゼロ

を目指します。 
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１ 踏切保安設備の整備 

踏切道の利用状況などを勘案して、必要に応じて踏切遮断機の整備な

ど踏切保安施設の整備を鉄道事業者に要請します。 

 

２ その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

踏切事故は、直前遮断、落輪などに起因するものが多いことから、運

転者や歩行者など踏切横断者に対し、交通安全意識の向上及び踏切支障

時における非常ボタンの操作などの緊急措置の周知徹底を図る必要があ

ります。 

   このため、各種広報媒体を活用した広報啓発に努めます。 

 

第８節 冬期間の交通事故防止  

１ スリップ事故防止等のための啓発の推進  

（１） スタッドレスタイヤの早期交換の推進 

冬の時期になると、嘉麻峠など山間部においては積雪、路面凍結

等により通行止めやチェーン規制、片側交互規制等の交通規制が行

われます。 

また、平地においても、年３、４回程度の積雪もあり、例年、ス

タッドレスタイヤに交換していない車のスリップ事故が多発するこ

とがあることから、運転者に対して早めにスタッドレスタイヤに交

換するように関係機関と連携しながら広報啓発を推進します。  

（２） 事業所に対する広報啓発の推進  

安全運転管理者、運行管理者等に対して、冬期間の車両運用に当た

っての車両整備（スタッドレスタイヤへの交換、タイヤチェーンな

ど）や運転従事者の冬道における安全運転についての意識付け（湿

潤・凍結路面に対する警戒など）等の徹底が図られるように関係機

関と連携しながら広報啓発を推進します。 

 

２ 道路環境の整備 

冬季における円滑・快適で安全な交通を確保し、良好な道路環境を維

持するため、橋梁などスリップ事故が多発する箇所を中心に、凍結防止

剤の設置や効果的な散布による冬季路面管理の充実に努めます。 
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３ 雪道の交通安全確保のための規制の実施  

積雪及び凍結路面等による交通の危険を防止するため、道路管理者、

警察署等による通行禁止等の交通規制を実施します。  

 

 第９節 救助・救急活動の充実 

 １ 救助・救急体制の整備 

交通事故による負傷者の救命を図り、その被害を最小限に抑えるため、

救急輸送のための道路環境の整備を図るとともに、医療機関や消防機関

と緊密な連携体制を図ります。 

 

２ 心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故現場での適切な応急手当により、救命効果の向上が期待でき

ることから、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法も含めた応急手

当について、消防機関等が行う講習会等を通じて普及啓発を推進します。  

 

第１０節 被害者支援の推進  

交通事故被害者は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的

打撃を受けたり、または、かけがえのない生命を絶たれたりするなど、

大きな不幸に見舞われており、交通事故被害者を支援することが極めて

重要であることから、犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）等

の下、交通事故被害者等の支援を行います。 

交通事故被害者は、損害賠償をはじめ交通事故に係る知識、情報が乏

しいことが尐なくないことから、交通事故に関する相談を受けられる機

会を充実させ、県が運営する交通事故相談所や市相談窓口の活用の周知

を図り、交通事故被害者等の救済のための各種支援措置が受けられるよ

う、関係機関との連携を図り、これらの活用、周知を図ります。 
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表９  平成２７年飲酒運転交通事故発生状況 

表１０ 市内の飲酒運転交通事故発生状況 

表１１ 平成２７年車道幅員別交通事故発生件数 

表１２ 一般道におけるシートベルト着用率 

表１３ チャイルドシートの使用率 

表１４ 救急出動件数の推移 
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表１ 嘉麻市の人口の推移 

※2010年までは「国勢調査」、2015年以降は国立社伒保障・人口問題研究所「日本の将

来推計人口（平成18年12月推計）」 

（嘉麻市総合計画（後期基本計画）による） 

 

 

 

表２ 嘉麻市の免許人口の推移                   （単位：人） 

平成25年 平成26年 平成27年

男 14,253 14,005 13,722

女 12,270 12,151 12,048

計 26,523 26,156 25,770

年次

嘉麻市

 

(福岡県警察本部 交通年鑑による) 
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表３ 嘉麻市の交通事故発生状況の推移       （単位：件、人） 

市名 区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

発生件数 315 286 290 249 218 219 215 224 212 199 209 203

死者数 0 8 0 1 0 4 0 2 3 2 0 3

傷者数 419 360 364 342 291 305 291 302 297 273 326 262

嘉麻市

 

 

 

 

表４ 平成２７年交通事故発生状況 

発生件数

（件） （件） （人） （人）

39,734 -1,434 -3.5% 146 +3 +2.1% 152 +5 +3.4% 52,758 -1,749 -3.2%

34,505 -1,174 -3.3% 116 +4 +3.6% 117 +1 +0.9% 45,483 -1,316 -2.8%

19,885 -505 -2.5% 54 +5 +10.2% 54 +4 +8.0% 25,889 -473 -1.8%

14,620 -669 -4.4% 62 -1 -1.6% 63 -3 -4.5% 19,594 -843 -4.1%

嘉　麻　市 203 -6 -2.9% 3 +3 ---- 3 +3 ---- 262 -64 -19.6%

4,646 -275 -5.6% 20 -5 -20.0% 22 -3 -12.0% 6,221 -450 -6.7%

583 +15 +2.6% 10 +4 +66.7% 13 +7 +116.7% 1,054 +17 +1.6%

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

死亡事故発生件数 死者数 傷者数
区分

市区町村別

県　合　計

市部　計

郡部　計

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

政令市　計

その他の市　計

高速道路等  

 

 

 

表５ 平成２７年高齢者関連交通事故発生状況 

発生件数

（件） （件） （人） （人）

11,247 +249 +2.3% 89 +8 +9.9% 87 +5 +6.1% 7,029 +99 +1.4%

9,816 +267 +2.8% 72 +6 +9.1% 68 ±0 ±0.0% 6,135 +211 +3.6%

5,179 +300 +6.1% 34 +8 +30.8% 33 +8 +32.0% 3,079 +174 +6.0%

4,637 -33 -0.7% 38 -2 -5.0% 35 -8 -18.6% 3,056 +37 +1.2%

嘉　麻　市 88 +10 +12.8% 1 +1 ---- 1 +1 ---- 64 +7 +12.3%

1,358 -37 -2.7% 16 +1 +6.7% 18 +4 +28.6% 817 -124 -13.2%

73 +19 +35.2% 1 +1 ---- 1 +1 ---- 77 +12 +18.5%

区分
死亡事故発生件数 死者数 傷者数

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

その他の市　計

郡部　計

高速道路等

前

年

比

増

減

率市区町村別

県　合　計

市部　計

政令市　計

 

注）発生件数は高齢者（６５歳以上の者）が第１当事者又は第２当事者になっ

た事故件数であり、死傷者数は第３当事者以下を含む高齢者すべての死傷者

数です。 
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表６ 平成２７年子ども関連交通事故発生状況 

発生件数

（件） （件） （人） （人）

1,383 -160 -10.4% 4 +3 +300.0% 5 +3 +150.0% 3,755 -83 -2.2%

1,184 -162 -12.0% 4 +3 +300.0% 5 +3 +150.0% 3,184 -78 -2.4%

591 -92 -13.5% 3 +2 +200.0% 4 +3 +300.0% 1,624 -23 -1.4%

593 -70 -10.6% 1 +1 ---- 1 ±0 ±0.0% 1,560 -55 -3.4%

嘉　麻　市 10 +1 +11.1% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 21 -13 -38.2%

199 +3 +1.5% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 507 -18 -3.4%

0 -1 -100.0% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 64 +13 +25.5%

区分
死亡事故発生件数 死者数 傷者数

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

その他の市　計

郡部　計

高速道路等

前

年

比

増

減

率市区町村別

県　合　計

市部　計

政令市　計

 

注）発生件数は子供（中学生以下の者）が第１当事者又は第２当事者になった

事故件数であり、死傷者数は第３当事者以下を含む子供すべての死傷者数で

す。 

 

 

 

表７ 平成２７年歩行者関連交通事故発生状況 

発生件数

（件） （件） （人） （人）

3,701 -33 -0.9% 61 +1 +1.7% 68 +7 +11.5% 3,751 -85 -2.2%

3,351 +48 +1.5% 53 +8 +17.8% 57 +12 +26.7% 3,398 -3 -0.1%

2,166 +176 +8.8% 27 +6 +28.6% 30 +9 +42.9% 2,194 +144 +7.0%

1,185 -128 -9.7% 26 +2 +8.3% 27 +3 +12.5% 1,204 -147 -10.9%

嘉　麻　市 16 +5 +45.5% 2 +2 ---- 2 +2 ---- 14 +2 +16.7%

347 -77 -18.2% 7 -7 -50.0% 7 -7 -50.0% 348 -80 -18.7%

3 -4 -57.1% 1 ±0 ±0.0% 4 +2 +100.0% 5 -2 -28.6%

区分
死亡事故発生件数 死者数 傷者数

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

その他の市　計

郡部　計

高速道路等

前

年

比

増

減

率市区町村別

県　合　計

市部　計

政令市　計

注１）発生件数は歩行者が第１当事者又は第２当事者になった事故件数であり、 

死傷者数は第３当事者以下を含む歩行者すべての死傷者数です。 

注２）歩行者とは一般歩行者のほか、ローラースケートや車いす等の準歩行者 

も含みますが、歩行者以外の道路上の人や道路外の人は含みません。 
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表８ 平成２７年自転車関連交通事故発生状況 

発生件数

（件） （件） （人） （人）

5,775 -549 -8.7% 12 -5 -29.4% 12 -5 -29.4% 5,720 -563 -9.0%

5,298 -546 -9.3% 11 -3 -21.4% 11 -3 -21.4% 5,249 -558 -9.6%

3,432 -352 -9.3% 6 +1 +20.0% 6 +1 +20.0% 3,372 -383 -10.2%

1,866 -194 -9.4% 5 -4 -44.4% 5 -4 -44.4% 1,877 -175 -8.5%

嘉　麻　市 13 -5 -27.8% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 13 -5 -27.8%

477 -3 -0.6% 1 -2 -66.7% 1 -2 -66.7% 471 -5 -1.1%

0 ±0 ±0.0% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 0 ±0 ----

区分
死亡事故発生件数 死者数 傷者数

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

その他の市　計

郡部　計

高速道路等

前

年

比

増

減

率市区町村別

県　合　計

市部　計

政令市　計

 

注）発生件数は自転車（駆動補助機付自転車を含む）が第１当事者又は第２当

事者になった事故件数であり、死傷者数は第３当事者以下を含む自転車乗用

中すべての死傷者数です。 

 

 

 

表９ 平成２７年飲酒運転交通事故発生状況 

発生件数

（件） （件） （人） （人）

156 +3 +2.0% 2 -2 -50.0% 2 -2 -50.0% 245 +25 +11.4%

133 +6 +4.7% 2 -1 -33.3% 2 -1 -33.3% 207 +18 +9.5%

80 +11 +15.9% 1 -1 -50.0% 1 -1 -50.0% 119 +25 +26.6%

53 -5 -8.6% 1 ±0 ±0.0% 1 ±0 ±0.0% 88 -7 -7.4%

嘉　麻　市 3 +1 +50.0% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 5 +3 +150.0%

21 -3 -12.5% 0 -1 -100.0% 0 -1 -100.0% 31 +3 +10.7%

2 ±0 ±0.0% 0 ±0 ---- 0 ±0 ---- 7 +4 +133.3%

区分
死亡事故発生件数 死者数 傷者数

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

前

年

比

増

減

率

その他の市　計

郡部　計

高速道路等

前

年

比

増

減

率市区町村別

県　合　計

市部　計

政令市　計

 

注）発生件数は原付以上の運転者（第１当事者）が飲酒していた事故件数（基

準以下を含む）であり、死傷者数はその事故によるすべての死傷者数です。 
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表１０ 市内の飲酒運転交通事故発生状況        (単位：件、人)                     

年次 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

発生件数 1 3 3 2 3

死者数 1 0 0 0 0

傷者数 0 7 4 2 5  

 

 

 

表１１ 平成２７年車道幅員別交通事故発生件数 

3.5m 3.5m 5.5m 9.0m 13.0m 19.5m 5.5m 5.5m 13.0m

未

満

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

未

満

以
上

以
上

5.5m 9.0m 13.0m 19.5m 13.0m

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

39,734 22,459 879 1,708 10,019 5,064 3,378 1,411 14,877 4,057 7,699 3,121 2,398

34,505 19,205 757 1,446 8,363 4,427 2,955 1,257 13,251 3,563 6,731 2,957 2,049

19,885 10,878 452 798 3,573 2,848 2,147 1,060 7,883 1,929 3,615 2,339 1,124

14,620 8,327 305 648 4,790 1,579 808 197 5,368 1,634 3,116 618 925

嘉　麻　市 203 118 0 3 107 8 0 0 63 18 45 0 22

4,646 2,683 110 220 1,469 437 337 110 1,626 494 968 164 337

583 571 12 42 187 200 86 44 0 0 0 0 12

交差点（※2）

単
路
等
　
計

その他の市　計

郡部　計

高速道路等

単路等（※1）

　
合
　
計

（
件

）

車道幅員別

一
般
交
通
の
場
所

市区町村別

県　合　計

市部　計

政令市　計

交
差
点
　
計

 

（※１）単路等には交差点付近及び踏切を含みます。 

（※２）交差点の車道幅員は第１当事者の進入道路を基準としています。 

（以上、表３から表１１までは福岡県警察本部 交通年鑑による） 

 

 

 

表１２ 一般道におけるシートベルト着用率   （単位：パーセント） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

運転手 97.5 97.7 98.0 98.2 98.4

助手席 92.7 93.2 93.9 93.9 94.6

後部座席 33.2 33.2 35.1 35.1 35.1

運転手 97.5 97.7 97.7 97.8 97.4

助手席 96.1 94.7 93.8 92.6 93.2

後部座席 38.3 37.1 34.3 31.7 41.1

全国

福岡県

 

（警察庁及び一般財団法人日本自動車連盟の合同調査による） 
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表１３ チャイルドシートの使用率  （単位：パーセント） 

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

全国 57.0 58.8 60.2 61.9 62.7

福岡県 56.4 62.5 63.1 58.9 57.7
 

（警察庁及び一般財団法人日本自動車連盟の合同調査による） 

 

 

 

表１４ 救急出動件数の推移             （単位：件） 

事故種別 区分 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

嘉麻市 110 117 113 123 102

飯塚市 505 539 606 537 531

桂川町 50 35 46 39 57

管外 0 2 1 1 0

665 693 766 700 690

事故種別 区分 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

出場件数 665 693 766 700 690

搬送件数 589 631 695 626 641

不搬送件数 76 62 71 74 49

計

交通

交通事故

 

               （飯塚地区消防本部 救急救助統計による） 
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交通安全対策基本法（抜粋） 

昭和４５年６月１日法律第１１０号 

（改正）昭和４６年６月２日 法律 第 ９ ８ 号 

昭和５０年７月１０日  同  第 ５ ８ 号 

同５８年１２月２日  同  第 ８ ０ 号 

平成１１年７月１６日  同  第 １ ０ ２ 号 

同１１年１２月２２日  同  第 １ ６ ０ 号 

同１８年５月１７日  同  第 ３ ８ 号 

同２３年８月３０日  同  第 １ ０ ５ 号 

 

（市町村交通安全計画等）  

第２６条  市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通

安全計画を作成するよう努めるものとする。  

２  市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通

安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関

係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。  

３  市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

（１）市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  

（２）前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

４  市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市

町村が講ずべき施策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」という。）を作

成するよう努めるものとする。この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道

府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。  

５  市町村交通安全対策会議は、第１項の規定により市町村交通安全計画を作成した

ときは、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を

都道府県知事に報告しなければならない。  

６  市町村長は、第４項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速

やかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。  

７  第２項及び第５項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市

町村交通安全実施計画の変更について準用する。 
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交通事故をなくす嘉麻市民運動本部規約 

 
（名称） 

第１条 この団体は、交通事故をなくす嘉麻市民運動本部（以下「本部」という。）という。 

（目的） 

第２条 本部は、交通安全思想の普及、交通道徳の高揚及び交通環境の整備改善等の促進

について、市民運動を強力に推進することにより、交通事故を絶滅し、もって市民の福

祉増進に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を協議し、必要な施策を推

進する。 

（１）交通安全思想に係る啓発宣伝に関すること。 

（２）運転者及び歩行者の教育に関すること。 

（３）交通環境の整備、改善等の促進に関すること。 

（４）道路の整備促進に関すること。 

（５）交通安全施設の整備に関すること。 

（６）その他、本部の目的を達成するために必要な事業 

（県本部に対する協力） 

第４条 本部は、前条各号の事業のほか、交通事故をなくす福岡県民運動本部（以下「県

本部」という。）から地域における運動推進方策等について連絡があったときは、努めて

これに協力するものとする。 

（本部との連絡調整） 

第５条 本部において必要と認めたときは、県本部と連携し、その施策等について調整を

図るものとする。 

（組織） 

第６条 本部は、委員をもって組織する。 

２ 委員は、嘉麻市内の各行政機関及び諸団体の代表者並びに学識経験者をもってあて、

本部長が委嘱する。 

３ 本部長が必要と認めるときは、専門的事項を推進するため部会をおくことができる。 

（役員） 

第７条 本部に次に揚げる役員をおく。 

（１）本 部 長    １人 

（２）副本部長   ５人 

（３）監 事   ３人 

２ 本部長は、市長をもってあてる。 

３ 副本部長及び監事は、委員のうちから本部長が任命する。 

（委員の職務） 

第８条 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、あらかじめ定める順位により、本部長に事故があると

きは、その職務を代行する。 

３ 監事は、本部の会計を監査する。 

４ 役員は、役員会を構成し、その会務を処理する。 

（顧 問） 

第９条 本部に顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、本部長が委嘱する。 

３ 顧問は、本部長の相談に応じ、または本部長に意見を述べることができる。 

（任期） 

第 10 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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３ 前２項の規定は、委員の場合に準用する。 

４ 役員及び委員が、行政機関または関係機関の代表者の職を辞したときは、同時に役員

及び委員の資格を失う。 

（会議） 

第 11 条 本会の会議は、総会及び役員会の２種類とする。 

２ 総会は、毎年１回、本部長が招集する。ただし、本部長が特に必要があると認めたと

きまたは委員５人以上から請求があったときは、臨時総会を招集することができる。 

３ 会議は、本部長が議長となる。 

４ 役員会は、本部長が必要と認めたときに招集する。 

（会議の議決事項等） 

第 12 条 総会は、次に掲げる事項を議決し、または認定する。 

（１）本部の年間事業計画に関する事項 

（２）本部の予算に関する事項 

（３）本部運営の基本に関する事項 

（４）本部の決算に関する事項 

２ 総会は、その議決すべき事項の審議を役員会に付議することができる。 

（役員会の審議事項） 

第 13 条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）総会の議決事項であって、本部長が総会を招集する暇がないと認めた緊急案件の審

議に関する事項。 

（２）総会において、特にその審議を付議された事項。 

（３）その他本部長が必要と認めた事項。 

（行政連絡会議） 

第 14 条 本部長は、年次計画の策定または役員会に提出すべき案件の内容等につき、あら

かじめ関係行政機関の意見を聞く必要があると認めたときは、行政連絡会議を設けるこ

とができる。総会または役員会において議決された案件の執行にあたり、意見聴取の必

要がある場合についても、同様とする。 

２ 行政連絡会議の構成員は、嘉麻市内を管轄する行政機関の代表者のうちから本部長が

委嘱する。 

（事務局） 

第 15 条 本部に本部事務を処理するため、事務局をおく。 

２ 事務局は、嘉麻市役所内におく。 

（事務局の職員） 

第 16 条 事務局に次に掲げる職員をおく。 

（１）事務局長  １人 

（２）書  記  若干人 

（事務局の任務） 

第 17 条 事務局長は、本部長の命を受け、事務局の事務を統括する。 

２ 書記は、事務局長の命を受け、事務局の事務を処理する。 

（規約の改正） 

第 18 条 この規約の改正は、総会の議決を経て行うものとする。 

（委任事項） 

第 19 条 この規約に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が役員会に諮

って定める。 

   附 則 

 この規約は、平成２０年４月１０日から施行する。 

 

 


